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「勝利判決」をうけて

 

速報 

１月１６日、大阪地裁民事５部法廷は、平成１６年５月、村上優子さん

の過労死に対して、厚生労働省が決定した「公務外認定」の取り消しを求

める行政訴訟に対し、原告の請求を認める「勝利判決」を下しました。今

日の医師・看護師不足という社会的な問題を背景に、看護労働の過重性、

夜勤交替制労働の過重性が問われた事件に対し、司法の立場から道理ある

判決が下されたといえます。この間、全国から４００００筆をこえる要請

署名がよせられ、２３回にわたり、要請提出行動を展開し、多くの医療関

係者のみならず、労働者・国民の大きな関心と支援の下で、たたかいを進

めました。 

 平成８年に国立の看護学校を卒業して、国立循環器病センタ－に看護師

として就職された村上優子さんが、平成１３年３月１０日、２５歳の若さ

で「くも膜下出血」で亡くなられました。優子さんの事件は、今日、社会

的問題となっている、「医師・看護師不足」「医療職場の苛酷な労働実態」

「看護労働の過重性」「夜勤変則交替制労働の過重性」「不払い労働と労働

時間管理の杜撰さ」がするどく問われた事件でした。ご両親が、平成１４

年６月に厚生労働省に「公務災害申請」、７月に「国家賠償請求訴訟」を起

こされ、まったなしの医療職場の改善・増員・医療制度の改革を願う多く

の医療関係者の支援、過労死家族の会をはじめとする、広範な労働者・市

民の支援を受けてたたかいを進めてまいりました。しかし、厚生労働省が、

平成１６年５月に「公務外認定」を決定、人事院も平成１７年１１月に不

服申請を棄却しました。損害賠償請求民事事件では、 高裁が昨年の１２

月２３日に「上告不受理」の不当決定をおこないました。この間、厚生労

働省・大阪地裁・大阪高裁・ 高裁に各々３万～５万の要望署名が提出さ

れる大きなたたかいが全国的に進められました。このたたかいで、当初、

厚生労働省が認めなかった、国立病院における「不払い残業の実態」が損

害賠償請求事件の判決にも示され、厚生労働省自身も認めざるをえない状

況をつくりだしました。医療職場・看護職場の苛酷な実態が「法廷内外」

で明らかにされ、「国立病院の使

ました。 

しかしながら、損害賠償請求事
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